
平成22年7月16日 

※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 
 
第 535項 本州南岸   田辺港北西方      掘下げ作業等 
第 536項 和歌山下津港 和歌山区、南区     航泊禁止 
第 537項 阪南港    第２区         航泊禁止 
第 538項 阪神港    尼崎西宮芦屋区、第２区 ウェイクボード競技会 
第 539項 阪神港    尼崎西宮芦屋区、第２区 航泊禁止 
第 540項 阪神港    神戸区、第１区     起重機船作業 
第 541項 阪神港    神戸区、第１区     新造船進水 
第 542項 阪神港    神戸中央航路及び付近  深浅測量 
第 543項 姫路港東方  八木港         小型船舶実技講習 
第 544項 姫路港    飾磨区、第１区     掘下げ作業 
第 545項 姫路港    西区、第１区      掘下げ作業 
第 546項 紀伊水道   粟津港付近       水中障害物撤去 
第 547項 徳島小松島港 小松島区        照射灯休止等（予告） 
第 548項 四国南岸   室戸岬港付近      魚礁設置 
第 549項 四国南岸   室津港         魚礁設置 
第 550項                    海図改版 
 

※海図の改補（小改正）のお知らせ（海上保安庁水路通報第２７号(平成２２年７月９日発行)掲
載分）  
 
今週は、五管区内の小改正通報はありません。 

 
 

 五 管 区 水 路 通 報 第 ２８ 号 
535項－550項 



 

※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで 
   〒６５０-８５５１ 神戸市中央区波止場町１－１ 
   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係 
   ＴＥＬ：０７８-３９１-６６５１（内線２５１５、２５１６） 
   ＦＡＸ：０７８-３３２-６３０７（自動受信） 
 
※五管区水路通報提供サービス 
  ＦＡＸ： ０７８-３３２-６３０７・・・・・最新号（ポーリング受信方式） 
  インターネット： URL http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho2.htm 

 
 
 



★２２年５３５項  本州南岸 － 田辺港北西方  掘下げ作業等 
 
 
 岩代漁港において、潜水士・起重機船による掘下げ作業及び物揚場等の築造工事が実施される。 
 期 間  平成22年7月25日～12月24日 日出～日没 
 区 域  33-46.6N  135-16.9E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ７７(ＪＰ共) 
 出 所  田辺海上保安部 
 

 

★２２年５３６項  和歌山下津港 － 和歌山区、南区  航泊禁止 
 
 
 中ふ頭南側前面において、花火大会に伴い一般船舶の航泊が禁止される。 
 (当該行事従事船舶及び和歌山下津港長が許可した船舶を除く。) 
 期 間  平成22年7月19日（予備日20日）1900～2130 
 区 域  下記5地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 
                   (1)  34-12-48N  135-08-21E(防波堤上) 
                   (2)  34-12-37N  135-08-16E 
                   (3)  34-12-31N  135-08-16E 
                   (4)  34-12-25N  135-08-21E 
                   (5)  34-12-22N  135-08-33E(岸線上) 
 標 識  上記(1)、(5)に黄色点滅灯を、(2)～(4)に黄色灯付浮標を設置 
 備 考  荒天等により行事が中止された場合は航泊禁止は実施されない 
      行事中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１５０(ＪＰ共) 
 出 所  和歌山下津港長公示第22-1号(22.7.9) 
 

 

★２２年５３７項  阪南港 － 第２区  航泊禁止 
 
 
 地蔵浜地先において、花火大会の実施に伴い一般船舶の航泊が禁止される。 
 (花火大会従事船舶及び阪南港長が許可した船舶を除く。) 
 期 日  平成22年7月31日 1800～2130 
 区 域  (1)(2)、(3)(4)をそれぞれ結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域 
                   (1)  34-28-20N  135-21-46E(岸線角)  
                   (2)  34-28-26N  135-21-35E(岸線上)  
                   (3)  34-27-57N  135-21-03E(岸線角)  
                   (4)  34-27-45N  135-21-11E(防波堤先端) 
 備 考  上記区域明示用の黄色灯付浮標が5基設置される 
      荒天等により花火大会が実施できない場合は航泊禁止は実施されない。 
      行事中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１４１(ＪＰ共) 
 出 所  阪南港長公示第1号(22.6.28) 
 



 

★２２年５３８項  阪神港 － 尼崎西宮芦屋区、第２区  ウェイクボード競技会 
 
 
 芦屋沖地区北側水路において、ウェイクボード競技会が実施される 
 期 間  平成22年7月18日 0600～1800 
 区 域  34-42.9N  135-18.7E 付近 
 備 考  上記区域を示す橙色浮標4基が設置される 
      競技中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１１０７(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年５３９項  阪神港 － 尼崎西宮芦屋区、第２区  航泊禁止 
 
 
 芦屋沖地区（潮芦屋）前面海域において、花火大会の実施に伴い一般船舶の航泊が禁止される。 
 (花火大会関係船舶及び阪神港長が許可した船舶を除く。) 
 期 日  平成22年7月24日 1930～2045 
 区 域  下記6地点により囲まれる区域 
                   (1) 34-42-29.2N  135-18-24.1E (岸線上) 
                   (2) 34-42-29.5N  135-18-22.4E 
                   (3) 34-42-18.2N  135-18-23.6E 
                   (4) 34-42-17.4N  135-18-32.2E 
                   (5) 34-42-21.6N  135-18-31.8E 
                   (6) 34-42-22.2N  135-18-25.0E (岸線上) 
 備 考  上記区域(2)～(5)に黄色灯付浮標、(1)及び(6)に黄色標識灯が設置される 
      上記区域(2)～(3)、(3)～(4)及び(4)～(5)の間に黄色点滅灯が等間隔に計6基設置される 
      行事中は警戒船が配備される 
      荒天等により行事が中止された場合は航泊禁止は実施されない 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長公示西第22-1号(22.7.8) 
 

 

 
 



 
★２２年５４０項  阪神港 － 神戸区、第１区  起重機船作業 
 
 
 三菱重工業前面海域において、起重機船・潜水士によるアンカー吊り上げ作業が実施される。 
 期 間  平成22年7月21日（予備日22日、23日）0830～日没 
 区 域  34-39-33N  135-11-04E 付近 
 備 考  起重機船のアンカーワイヤーの海面下8mの位置を示す橙色浮標が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年５４１項  阪神港 － 神戸区、第１区  新造船進水 
 
 
 三菱重工業前面海域において、新造船(約78,000トン、長さ約300m)が進水する。 
 日 時  平成22年8月2日（予備日3日）0900 
 区 域  34-39.5N  135-11.1E 付近 
 備 考  進水海域を示す赤旗が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共)－Ｗ１０１Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 

★２２年５４２項  阪神港 － 神戸中央航路及び付近  深浅測量 
 
 
 神戸中央航路及び付近において、深浅測量が実施されている。 
 期 間  平成22年7月26日まで（予備日27日～31日）日出～日没 
 区 域  34-39.3N  135-15.6E 付近 
 海 図  Ｗ１０１Ａ(ＪＰ共) 
 出 所  阪神港長 
 

 



★２２年５４３項  姫路港東方 － 八木港  小型船舶実技講習 
 
 
 八家川河口において、小型船舶実技講習が実施される。 
 期 間  平成22年7月22日、24日、8月1日、14日（予備日8月2日～8日、15日～21日）0900～日没 
 区 域  34-46.3N  134-43.3E 付近 
 備 考  上記区域にコースを示す浮標を6基設置 
 海 図  Ｗ１３４Ａ 
 出 所  姫路海上保安部 
 

 

★２２年５４４項  姫路港 － 飾磨区、第１区  掘下げ作業 
 
 
 山陽特殊製鋼岸壁前面海域において、起重機船による掘下げ作業及び作業船による深浅測量が実施されている。 
 期 間  平成22年8月17日まで（予備日18日、19日）日出～日没 
 区 域  34-46-45N  134-40-07E 付近 
 備 考  起重機のアンカー位置明示用の橙色浮標が設置される 
      作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１３４Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  姫路港長 
 

 

★２２年５４５項  姫路港 － 西区、第１区  掘下げ作業 
 
 
 中川において、グラブ船による掘下げ作業が実施される。 
 期 間  平成22年7月20日～8月2日（予備日3日～5日）日出～日没 
 区 域  34-45.9N  134-34.2E 付近 
 備 考  作業中は警戒船が配備される 
 海 図  Ｗ１３４Ｂ(ＪＰ共) 
 出 所  姫路港長 
 

 

 
 



 

★２２年５４６項  紀伊水道 － 粟津港付近  水中障害物撤去 
 
 
 五管区水路通報22年20号410項削除 
 大磯埼南方の破損した養殖施設（わかめ養殖筏）は撤去された。 
 位 置  34-09.2N  134-38.0E 付近 
 海 図  Ｗ１２１６(粟津港)－Ｗ１５０Ｃ(ＪＰ共) 
 出 所  徳島海上保安部 
 

 

★２２年５４７項  徳島小松島港 － 小松島区  照射灯休止等（予告） 
 
 
 北防波堤先端を照らす照射灯が休止され、代替として赤色標識灯が設置される。 
 予定日  平成22年7月23日（荒天順延） 
 廃 止  １ 小松島東防波堤北方照射灯（灯台表第1巻3432) (34-00.8N 134-36.0E) 
 設 置  ２ 34-00-50.6N 134-35-58.4E（防波堤先端：赤色標識灯） 
 海 図  Ｗ１１２６ 
 出 所  五本部交通部 
 

 

★２２年５４８項  四国南岸 － 室戸岬港付近  魚礁設置 
 
 
 室戸岬港付近において、魚礁が設置された。 
 位 置  33-16-18.8N  134-09-15.3E 
 沈設物  コンクリート魚礁（海底からの魚礁の高さは約1m） 
 海 図  Ｗ１１４０－Ｗ１０８(ＪＰ共) 
 出 所  高知海上保安部 
 

 

 
 
 



★２２年５４９項  四国南岸 － 室津港  魚礁設置 
 
 
 後免１号防波堤北西方において、魚礁が設置された。 
 位 置  33-17-21.9N  134-08-29.8E 
 沈設物  コンクリート魚礁（海底からの魚礁の高さは約2m） 
 海 図  Ｗ１１４０－Ｗ１０８(ＪＰ共) 
 出 所  高知海上保安部 
 

 

★２２年５５０項  海図改版 
 
 
 番 号      図 名            縮尺1:  刊行年月  図積  価格(税込) 
 Ｗ１０６  大阪湾及び播磨灘         125,000    2010-07    全    3,360円 
ＪＰ１０６  Osaka Wan and Harima Nada   125,000    2010-07    全    3,360円 
 Ｗ１３１  明石海峡及付近          45,000    2010-07    全    3,360円 
ＪＰ１３１  Akashi Kaikyo and Approaches   45,000    2010-07    全    3,360円 
 Ｗ１５０Ａ 大阪湾                 80,000    2010-07    全    3,360円 
       （分図）友ヶ島水道        45,000 
ＪＰ１５０Ａ OSAKA WAN               80,000  2010-07   全   3,360円 
         Plan：Tomogashima Suido    45,000 
 備 考  上記改版に伴い、海図W106、JP106(2010年1月刊行)、海図W131、JP131(2007年3月刊行)及び 
      海図W150A、JP150A(2009年11月刊行)は廃版とする。 
 出 所  海上保安庁水路通報22年27号(22.7.9) 
 

  


